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次世代エネルギー対策調査特別委員会記録 

 

○開催日時 

平成２７年１２月２１日 午前９時５９分～午前１１時５９分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第３委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（７人）

   委 員 長  江 口 是 彦 

   副委員長  中 島 由美子 

   委  員  福 田 俊一郎 

   委  員  永 山 伸 一 

委  員  徳 永 武 次 

委  員  谷 津 由 尚 

委  員  帯 田 裕 達 

───────────────────────────────────────── 

○欠席委員（１人）

   委  員  瀬 尾 和 敬  

───────────────────────────────────────── 

○その他の議員

   議  員  上 野 一 誠 

   議  員  杉 薗 道 朗 

   議  員  井 上 勝 博 

議  員  小田原 勇次郎 

議  員  成 川 幸太郎 

議  員  森 満   晃 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者
 
   新エネルギー対策監 
              久 保 信 治 
   兼新エネルギー対策課長    

 

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   事 務 局 長  田 上 正 洋 

   議 事 調 査 課 長  道 場 益 男 

管理調査グループ員  榎 並 淳 司 

議 事 グ ル ー プ 員  柳   裕 子 

───────────────────────────────────────── 

○審査事件等 

 ・ 次世代エネルギーによる地域開発及び雇用創出に関する調査 

  ⑴ 平成２７年中における次世代エネルギーに関する取組について 

 ア 主な事業の概要について 

 イ 次世代エネルギー関連事業の進捗状況について 

⑵ 行政視察の取扱いについて 

───────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（江口是彦）ただいまから、次世代エ

ネルギー対策調査特別委員会を開会します。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により審査を進めたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ありませんので、

そのように審査を進めます。 

 ここで、１名から傍聴の申し出がありますので、

これを許可します。 

 なお、会議の途中で追加の申し出がある場合に

も、委員長において随時許可いたします。 

────────────── 

△次世代エネルギーによる地域開発及び雇

用創出に関する調査 

○委員長（江口是彦）それでは、次世代エネル

ギーによる地域開発及び雇用創出に関する調査を

議題をいたします。 

────────────── 

   △平成２７年中における次世代エネルギー

に関する取組について 

○委員長（江口是彦）まず、平成２７年中にお

ける次世代エネルギーに関する取り組みについて

に入ります。 

 当局に説明を求めます。 

○新エネルギー対策監兼新エネルギー対策課

長（久保信治）おはようございます。新エネル

ギー対策課でございます。 

 それでは、資料１に基づきまして、御説明いた

します。前回の特別委員会からの平成２７年中に

おける取り組みについて御説明したいと思います。 

 資料１、一覧表になっておりますが、さらにち

ょっと主な取り組みだけを御紹介させていただい

て、後はお目通しのほどよろしくお願いします。 

 まず、２月２１日でございますが、次世代エネ

ルギーフェアｉｎ薩摩川内を総合運動公園、ア

リーナを中心に、生涯学習フェスティバルと同時

開催いたしました。あいにくの天候ではございま

したが、ことしで２回目となっており、１万

５,０００人の来場者がございました。 

 次に、４月１７日に、市内１２０基竣工を記念

いたしまして、「メイドイン薩摩川内」独立電源型

街路灯、いわゆるスマコミライトの導入記念式典

を総合運動公園で開催。 

 ５月１５日から、電気自動車用の急速充電器

８基の運用を開始。本庁におきましては、平佐川

方面における、ちょうど向こう側にありますけど

も、横断歩道橋の下のほうにございます。 

 ６月９日には、小鷹水力発電所の運転開始式を

挙行いたしました。 

 さらに、７月１３日には、地方創生の目玉事業

でもございます薩摩川内市竹バイオマス産業都市

協議会を設立いたしました。 

 １１月１３日には、中越パルプ工業、木質バイ

オマス発電設備２万３,７００キロワットの竣工が

挙行され、国内産の木材を活用するものとしまし

ては、日本最大級のものが運転開始しております。

ちなみに、約４万世帯をカバーできる発電量でご

ざいまして、薩摩川内市約全世帯をカバーできる

ような規模でございます。木質バイオマス発電は、

自身の雇用もさることながら、上流部分、山側に

おける雇用、それから流通部門の雇用、里山の再

生にもつながり、地球温暖化対策の大道をいくよ

うな大きな施策でございます。 

 １１月１７日には、平成２７年度国土交通省の

九州運輸局環境保全及び交通バリアフリー等関係

表彰（環境部門）を受賞しまして、私、そこで、

向原副市長と受賞してきたところでございます。 

 同月１９日には、甑島リユース蓄電池実証事業

の完成披露式。 

 １２月９日には、中越パルプ工業本社の加藤社

長様と岩切市長の間で、竹バイオマス産業都市構

想に関する協定を締結しております。 

 このように、大きな出来事もございました。そ

ういったことで、さらにその後に、主な出来事に

ついて御説明をしていきたいと思います。 

 続けて、御説明をいたします。資料２をごらん

ください。 

 その中でも、四つの主な事業について、詳しく

御説明したいと思います。 

 それでは、資料２をめくっていただきますと、

竹バイオマス産業都市構想というのが出てまいり

ます。竹バイオマス産業都市構想推進事業のこと

について御説明します。 

 １、概要ですが、本市には、約２万トンの竹を

約２,０００人で収集・処理する既存の仕組みがあ

ります。この数字はぜひ覚えていただきたいと思
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います。２万トン、２,０００人というふうに覚え

やすい数字でございます。この構想では、この仕

組みはほかにはないという大きな特徴でございま

して、この特徴を強みと捉え、竹を活用した産業

用高機能材利用や生活資材等への展開、竹の収

集・処理システムの拡充、エネルギー利用の地域

システムの確立を目指す地方創生の具体的取り組

みをしていこうというものでございます。 

 具体的なグランドデザインを下のほうで、絵、

ちょっと小さいですけども、かいてございます。

図をごらんください。この仕組みを上流から下流

の川と例えております。右側が山側で、上流でご

ざいます。下流側が左側下ということでございま

す。これを川内川のような流域と捉えてください。

具体的には、右側を山側、上流側。山側の抱える

課題、問題点としては、林業及びコミュニティの

衰退、担い手不足、維持費用の不足、放置竹林と

いうような竹害の深刻化、このことによる里山の

荒廃による鳥獣被害、こういったものがあると考

えられております。 

 しかし、このような中、先ほども言いました、

２万トン、２,０００人という強みがあります。と

ころが、まだこの川というのは、小さな細い川だ

ということでございますので、この細い川ではご

ざいますが、強みではございますので、こういっ

た中越パルプさんによる竹から紙をつくるという

年間２万トン、２,０００人の収集・処理するシス

テムを生かしながら、下流の出口の製品化を多様

に進めることで、この川を流れを太くする。要す

るにこの流域を産業化するというような大きな構

想でございます。 

 具体的には５行目を読み上げますけれども、試

作・開発等の個別具体的プロジェクトの創出・誘

発を念頭に置きながら、五つの方向性、産業用高

機能材料、生活市場向け製品、竹セルロースナノ

ファイバーの活用促進、竹バイオマス・エネル

ギー、竹の収集・処理地域システムといった五つ

の分野で今検討を進めているとこでございます。 

 予算額は３,３５７万５,０００円でございまし

て、そのうち、地方創生交付金充当は３,３００万

でございます。これは、内閣府地方創生事例集全

国５０選に選ばれております。県内でも県外でも

全国でも着目されている取り組みでございまして、

問い合わせが非常に多いものでございます。 

 竹につきましては、これまでも優位性はあるも

のの、いろんなものが出てきては消えるなど、中

国産が出てきて、価格で負けたりといったような

ことで、いろんなことを繰り返してきましたが、

このたび、中越パルプ工業様が、竹からセルロー

スナノファイバーというものを取り出すことに成

功しました。セルロールナノファイバーのことに

ついて、下のほうに書いてございますので、見て

いただきますと、セルロースナノファイバーとい

うのは、植物繊維をナノ、１０億分の１というサ

イズまで細かくほぐすということで得られるもの

です。これは、日本再興戦略（改訂２０１５）に

も記載されておりまして、軽くて強い、具体的に

は鋼鉄の５分の１の軽さで５倍の強度。それから、

熱による変形が小さい。これは、ガラスの５０分

の１ということで、熱変形がないということ。そ

れから、植物由来の物質であることから、持続的

な資源で環境負荷の少ないものであるということ

でございまして、今後、自動車の内装、ボディー、

航空機など、炭素繊維にかわるような優れた補強

繊維としていろんなものにかわるというような、

夢の素材でございます。 

 スケールとしましては、実用化には３年から

５年かかると言われている素材でございますので、

製造企業の誘致を視野に置きながら、これまでも

どうしてもコスト面で実現できなかった、先ほど

の消えては出てくるような、非常に竹の分野のも

のを掘り起こしていこうというものを、この流域

の中でやっていこうということで、産業革命のよ

うなものでございます。ちょっと話が大きいです

けども、産業革命のようなことをやろうというこ

とでございます。 

 竹は１年で育つということでございますから、

タケノコは小さいときに、それから若い竹という

のは若い竹なりの使い方、それから古い竹は古い

竹の使い方というように、いろいろ用途がござい

ます。今度は葉っぱまで使うということで、最終

的に私どもは、多分、議員さんたちもそうだと思

いますけども、名刺に使う、紙に使えるというこ

とで、ちょっとたとえは悪いですけども、肉屋さ

んが牛を１頭買ってきて、最終的にはミンチにし

てコロッケにしたりハンバーグにしたりするとい

うことが、薩摩川内市では、竹を全部持ってきた

後、最終的には紙にするということができるとい
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うことなので。例えば、枝肉をとって、ロースで

あったり、上ロースであったり、そういった形で

売っていくということを掘り起こしていこうと。

ちょっと例えは肉にするとわかりづらいところも

ありますけども。そういった形で、牛１頭、今ま

では紙にしかしなかったということを、いろんな

ものを、付加価値を掘り起こしていこうと。それ

も、大量に流していこうというような考え方であ

ります。 

 この絵を遠くから見ますと、実は、すごく低炭

素で、地球温暖化対策に資するものでございます

から、これは、まちをＰＲするというようなこと

にもできるということでございます。 

 ページをめくっていただきまして、じゃあ、こ

れまでどういったような進捗でやっているかとい

うことで御説明します。 

 ７月１３日に、構想実現のための産学官金の基

礎組織としまして、竹バイオマス産業都市協議会、

これは今、約６０の国や県、市内外の大学等が参

加して、下図のような組織をつくっております。

分科会は先ほど言いました五つの分科会です。右

側のほうから説明しますと、右側の第５分科会と

いうのが、竹の収集・処理ということで、山側に

なります。左側の第１、第２というのが、出口側

の分科会でありまして、これは、高機能化であっ

たり、生活市場向けということでございます。 

 セルロースナノファイバーというのをど真ん中

にしておりまして、これが、３年から５年かかる

と言われる、非常にその夢の素材を実現していこ

うというものでございます。例えば、１、２の出

口のところでございますが、ちょっと数がないも

んですから失礼しますけど、こちら見ていただき

ますと、バイオプラスチックというのがございま

して、これ、今、定規なんですけども、プラスチ

ック、これ透明です。これは、ペットボトルの廃

プラが５１％、それから、竹の繊維が４９％入っ

ています。もうほとんどプラスチックと変わらな

いというような、こういった素材が出てます。こ

れ「若干、値段が高いか」と聞きましたら、「全部

プラスチックでするのと値段は同じというところ

までだんだんきた」ということです。 

 竹の特徴がまだ残っておりまして、皆さん、昔、

竹は物差しになっていたと。あれは、伸び縮みし

ないといったような特性があるということで、こ

れ定規にすると伸び縮みしないという、そういっ

たような特性があるそうです。 

 それから、竹には水分がたくさん含まれている、

それが残っているということで、電気を通しやす

いということで、帯電性があるということで、要

するに、携帯電話の基盤材とか、電化製品の基盤

材とか、そういったものにも活用できるというよ

うなことで、いろんなパッケージ類に使えるので

はないかといったようなことが考えられるという

のが、いろんな企業の方を見て回って得られたこ

とでございます。 

 さらには、皆様よく御存じ、竹として使うと、

これは集成材なんですけども、この机の素材であ

ったり、床にして使うというふうなことでござい

ます。竹は軽くて強いという特性がございますの

で、トラックのこれを荷台、クロネコヤマトとか

佐川急便さんの床に使うということで、物を、段

ボールを置くとすっと滑らせながら置いていくと

いうことで、どうしても軽くないと燃費にもかか

わってきますので、こういったものであったり、

今後は、こういったフローリングであったり、お

弁当を包むような、昔、お弁当に肉を入れるとか

いうのがあったと思うんですけども、そういった

ものを掘り起こすとか、これは、天井材に竹炭を

入れているというようなものであったり、建物自

体を全部こういう外壁を竹にすると。何か今、東

京オリンピックで、木をふんだんに使ってやろう

というような話が出ていると思いますけども、こ

ういったことを、国産の竹でやっていけないかと

いうふうなことを、今いろんなところで考えてい

らっしゃるというところを、第１分野、第２分野

でやろうというふうなことでございます。 

 分科会では、このテーマ別で情報交換というの

はいろんなところでやっておりますけれども、そ

ういうことにこだわらずに、ぜひ個別のプロジェ

クトを産学官金で起こして何かをつくろうという

ようなプロジェクトを起こしていこうというもの

であります。 

 真ん中のあたりに、ちょっと書いてありますけ

ども、小さな字で本当失礼ですけれども、分科会

で今検討し、何かやろうとしているものが（１）

から（５）に書いてございますので、お目通しい

ただきたいと思います。そのものを産学官金でこ

の本協議会の参加メリットと書いてありますけど
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も、コーディネートしたり、大学と連携したり、

それから、金融業界と連携してものをつくってい

くというものでございます。 

 ②のほうには、アドバイザーを九大、それから、

九工大の先生になってもらいながら設置しており

ますし、③は、先ほどの説明のとおり、分科会に

参加していただいている具体的なプレーヤーの企

業訪問をして、個別具体的な動きになろうとして

おります。それから、④にございますように、こ

の仕組みを、この流域からちょっとしたほかのと

ころに出ていかないような仕組みになるように、

中越パルプ工業様と１２月９日に連携協定を締結

したということでございます。このような取り組

みを今進めておりまして、竹バイオマス産業都市

協議会というのは、地方創生ということで、この

前、谷津議員のほうからも、いろいろ質問があっ

て、ちょっと絵にして説明したほうがいいんでは

ないかということで、本日、絵を、グランドデザ

インを御説明したところでございます。 

 今の進捗状況はこういった状況で進めていると

ころでございます。 

 それから、「メイドイン薩摩川内ＬＥＤ灯」販路

開拓事業について御説明しますので、３ページを

ごらんください。 

 概要ですけども、平成２６年度に開発、製造、

設置を行いました既製の「メイドイン薩摩川内Ｌ

ＥＤ灯」につきましては、戦略的な販路開拓事業

として、センサー、感知器の情報収集機能、通信

機能の追加による高付加価値化、高機能化を図る

というものでございます。本会議において、谷津

議員のほうから指摘がございました価格について

も、販路拡大になりますので、継続的に進めてお

ります。これは、価格競争に負けないように、価

格を、コストを下げるという、こういったものも

やっております。それにあわせて、どこにもない

ユニークな付加価値をつけることを目指している

もので、今回はそれについて御説明します。 

 実証においては、関連のデータ分析・収集、そ

れから、評価・検証を行い、企業連携協議会がノ

ウハウ、知見を蓄積・共有することで、将来的な

生産体制の構築、市内企業等の関連技術の向上に

よる内発型産業振興につなげることを目指すもの

でございます。 

 予算額は３ ,２４０万円で、交付金充当が

３,２００万円でございます。 

 具体的には、３、本事業での具体的に取り組み

にございますように、現在、下記のような五つの

テーマでやっております。 

 例えば、１番目でございますが、特定の人、児

童・生徒、お年寄り等は、そこのスマコミライト

を通過したときに、通過管理、情報発信ができる

ようなもの。要するに、お年寄りでしたら、何か

ＩＣチップをつけておいて、そこを出ましたよと

いうことで尋ね人みたいな感じにならないような

形で、ここを通ったというのがわかると。それか

ら、子どもたちが学校から家に帰る、そういった

通学路を通過したというのが、お母様方にスマホ

に飛んでいくというようなことができないかとい

うふうなことを、夜は灯りを灯しながら、昼間は

そういった通過管理ができないかというような付

加価値をつけるというような実証実験です。 

 それから、不特定多数の通過管理、何人いるか

というふうなものを情報発信する機能です。例え

ば、景勝地でありますと、暗いわけですけども、

そこには、電気の配線がないところが多いと思い

ます。そういうところに、こういったＬＥＤ灯を

つけることで、夜暗いときになったら電気がつく

ということですけども、そこに何人訪れたのか、

どれぐらいの方が見にきたのかというのが、実は

わからないわけですので、それを、そこで捉えて、

１月何人来たとか、どれぐらいの人間がそこを訪

れたかというのを定量的にはかることができない

かというようなことです。 

 さらには、３の気象データの収集ということで、

その地点は今、晴れなのか、寒いのか、暑いのか、

そういったものを収集するというような付加価値

の機能をつける。単なるライトにとどまらず、そ

れをつけることで、そこの位置は晴れなのかどう

なのか、そこに何人訪れたのか、その後、例えば、

もしかしたらカメラをつけることができたら、防

災機能というようなことにもなるんではないかと

いうような考え方です。 

 さらに、発電量とか蓄電量が見えないので、実

は、どれぐらいバッテリーが下手っているとかわ

からないので、そういったものが見えたり、そこ

から、携帯電話の充電ができるといったような機

能をつけるというようなことを考えております。 

 それから、災害時やイベント時には、今度は移
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動式、持っていけるというような機能ができない

だろうかと。例えば、テントの前、何かのイベン

トをする所の入り口に置いといて、先ほど言いま

した、通過管理、何人来たかとか、そこに大事な

ものがあったら、そこを監視するとか、そこをど

れぐらいの方が見たかとか、そういったような機

能を付加価値することで、このＬＥＤライトの付

加価値をつけていこうという考え方でございます。 

 ４ページをごらんください。４ページには、こ

のＬＥＤライトが１８団体の協力でできている部

分を備品ごとに分解した絵です。これは、非常に

ＰＲできる内容でありますので、ぜひ市内外の方、

委員におかれても、ぜひＰＲをしていただければ

と思います。 

 これは、唯一、メイドイン薩摩川内ということ

で、川内商工の生徒がデザインし、ポリテクのほ

うで改良設計してできたものであります。これを

どんどん付加価値を高めながら、不具合があった

ものを修正しながら、販路拡大していこうと。も

ちろん価格競争にも負けないようにしていきたい

という取り組みをしているものでございます。こ

れも、地方創生ということで、最終的には、これ

を製造する拠点をつくっていこうという考え方で

ございます。 

 次に、５ページをごらんください。 

 甑島リユース蓄電池共同実証事業について御説

明します。 

 概要ですが、済みません、その前にパンフレッ

ト配ってもよろしいでしょうか。 

○委員長（江口是彦）はい、どうぞ。 

○新エネルギー対策監兼新エネルギー対策課

長（久保信治）それでは、こちらのパンフレッ

トをお配りします。パンフレットが配り終わる前

にちょっと資料に基づいて説明します。 

 概要ですけれども、再生可能エネルギーによる

発電設備の接続制限のある甑島に、複数の再エネ

をこの蓄電池でまとめて安定化し、島内にも、で

きるだけの多くの再エネを導入する検証を住友商

事株式会社と共同実証で行っているものでござい

ます。 

 薩摩川内市が事業主体になりまして、島に再エ

ネの普及をするための環境を地域に提供するとと

もに、九州電力から技術提供、助言を受けて、系

統に接続する蓄電池、こういったものを安全に見

きわめながら、経済性の高い電池のモデルをつく

ろうというもので、１１月１９日に完成お披露目

式をしましたというものでございます。 

 今お配りしましたので、これのパンフレットで

御説明します。 

 表紙があります。表紙を見ていただきますと、

右上のほうにリーフがあります。このリーフとい

うのが電気自動車でございます。日産のリーフで

す。今、発売されてから４年ぐらいたっておりま

して、全国では、もうすぐで１００万台ぐらいに、

全国というのは、世界中で１００万台ぐらいにな

るというものでございます。 

 この電池をこのコンテナ、よく見られるコンテ

ナですけど、コンテナの中に入れて実証するとい

うものであります。これは表紙です。 

 めくっていただきますと、これは対外的にも説

明しますので、九州のどの位置にあるかというふ

うに書いてあります。下のほうに、プロジェクト

は薩摩川内市が頭になりまして、住友商事と共同

実証するということで、助言を九州電力にしてい

ただいてやるということでございます。 

 なぜ離島に再エネが必要なのかということで、

薩摩川内市においては、エコアイランド化を進め

ていこうと。再エネをたくさん入れて、エコアイ

ランド化していこうという考え方です。 

 真ん中に１枚紙がございまして、その真ん中の

１枚紙のところに、住友商事さんのチャレンジと

いうことでありますけども、下のほうに絵をかい

てあります。今回は、甑島に右下にあります甑島

第一発電所、これはディーゼル発電所です。デ

ィーゼル発電所と系統はつながっておりますけど

も、そこにこの蓄電センターを１個置くことで、

いろんな再エネをこの電池１個で安定化する仕組

みということです。これまで、本島の系統に結ん

で、こういったようなことをやったのは、世界で

も初めてという取り組みです。ですから、生身の

島の島民の方の電気の配線につなぐので、九州電

力さんにはぜひ入っていただかなければ、安心・

安全ということにならないということで、進めて

いるものでございます。 

 また、めくっていただきまして、ページが打っ

てないので済みません。後ろのほうに書いてあり

ますけども、甑島から本土、そして、海外へとい

うのが、こういった取り組みが、実は島を抱えて
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いる国はたくさんありますので、そういったとこ

ろに、世界へ売っていこうという考え方でござい

ます。このモデルを、甑島モデル、もしくは薩摩

川内モデルということで、パテント、要するに登

録商標しまして世界に売っていく。それが、うち

にも幾分かお金がおちるような仕組みができない

だろうかということを考えてます。 

 もちろんこの製造拠点というものを誘致するこ

とも考えますけども、このモデルを、要するに特

許じゃないですけど、登録商標しまして、発電す

るたびに、世界のどっかで発電したり、使うたび

に、市にもお金が少しでも入るようなことができ

ないかというような挑戦を、今しているところで

ございます。 

 仕組みとしましては、ぐるぐる丸を描いてある

絵が左側にありますけども、電気自動車が走り終

わった後、電気自動車は５年とか１０万キロを走

ると、携帯電話でも毎日充電しなきゃいけないと

いうことが起こるように、ちょっと車では厳しい

なといった時期が出てきます。そのときに、これ

を回収しまして、まだまだ使えるので、今度は系

統につないだり、今回、ちょっとユニークなこと

は、防災にも使えるんではないかということで、

上甑の老人福祉センターにこの１個の電池を置い

て、普段は省エネに、災害時には電池として、蓄

電池として使う。さらには、その蓄電池から、こ

の車にも充電するというような仕組み、車に充電

しますと、車は動く蓄電池になりますから、集会

所とか公民館にまた電気を運ぶといったことがで

きないかというような実証実験をしたいというふ

うに考えてます。 

 最後に、後ろの面に書いてありますのは、地方

創生の起爆剤にというふうに書いてありまして、

地域活性化の呼び水になる自治体モデルの構築と

いうことで、これは、環境省に働きかけていまし

て、安定的なエネルギーとともに、災害に強いイ

ンフラ、それから、新エネルギー分野の産業の進

出、先ほど言いましたことです。さらには、島の

ブランドの向上ということで、これを視察、観光

するような情報発信のランドマークとしていきた

いということで、本日この委員会の前にも観光・

シティセールス課にこういったものをパッケージ

ツアーにできないかというふうなことを、今話を

していたところでございます。 

 これが、カタログについてちょっと説明したと

ころでございます。 

 また、資料に戻っていただきまして、それでは、

どのような設備があるかということを説明します。

真ん中に、２のところに事業設備についてござい

ますので、説明します。 

 設置場所は、旧浦内小学校のグラウンドにござ

います。今、絵のとおり真ん中に、太陽光

１００キロ、右側のほうに蓄電センターというこ

とで、リーフ３６台分の蓄電池、容量約６００キ

ロです。これ、３６掛ける１台分が２４と掛ける

と８００になるんですけども、回収してきた電池

が、全国で走っているタクシーとかレンタカーの

ものを持ってきましたので、約７割ぐらいちょっ

と容量がおちているということで、６００キロぐ

らいというふうに表示をしております。 

 そういったものを今、設置しております。それ

から、太陽光は１００キロということでございま

す。下のほうに総事業費が書いてございまして、

約６.５億円と。市の負担につきましては１億

５,０００万、残り５億円につきましては、住友商

事さんが環境省の補助金を使って実証していると

いうものでございます。環境省の補助金は、離島

の低炭素地域づくり推進事業というものでござい

ます。 

 めくっていただきまして、６ページには、先ほ

ど言いました事業の体制、事業の内容については、

先ほどパンフレットで説明しましたので割愛しま

すが、四角囲みに書いてありますとおり、今回の

導入につきましては、電気自動車のリユース電池

を活用した大型蓄電池の系統接続を行う世界初の

実証事業ということでございます。 

 今後のスケジュールとしましては、平成２８年

度までにモデル事業の検証をしまして、平成

２９年から完全に検証から実走にというふうに入

りたいと考えております。 

 期待される効果としましては、再エネを入れる

ことのＣＯ２の削減、それから、再エネ事業者を誘

致すること、それから、ＥＶリユース蓄電池によ

る関連産業の誘致であったり雇用、先ほど言いま

した、これを登録商標することで、薩摩川内市ブ

ランドを創出して、幾分かのお金を回収できない

かというふうな検証、そして、先導的な低炭素づ

くりということが観光客であったり、視察者の増
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大をできないだろうというふうなことを目指して

おります。 

 ７ページには、先ほど言いました電池を取り出

す仕組みが書いてございまして、それから、参考

としまして、上甑の老人福祉センターに置いてあ

りますシステムの概要が書いてございます。 

 以上で、甑島リユース蓄電池事業について説明

を終わります。 

 続きまして、川内駅の次世代エネルギー導入事

業について説明しますので、８ページをごらんく

ださい。 

 事業概要ですけれども、市民活動の拠点である

川内駅を、平常時は次世代エネルギーの情報発信

拠点、災害時は次世代エネルギーを活用した防災

拠点として整備するものでございます。事業費は

予算額が１億８,０００万。これは、昨年度からの

繰越明許費でございます。うち補助事業費は１億

４,０００万でございます。導入設備としましては、

太陽光発電システムを出力３０キロワット、それ

から、風力発電システム出力５キロワットでござ

います。それから、リチウム蓄電池システムを

３３.７キロワットアワー、それからエムスといわ

れるＥＭＳ、エネルギーマネジメントシステムを

入れて、それから、ＬＥＤ照明を入れるというも

のでございます。具体的には、そこに絵がござい

ますので説明しますと、まず、太陽光発電システ

ムにつきましては、時間貸し駐車場が西側にござ

います。そこに、屋根つき駐車場、運動公園の第

４駐車場のような、あんなふうに立派なものでは

ないですけども、あれと近いような屋根つき駐車

場をつくりまして、その上に太陽光をのせるとい

うものでございます。これが３０キロワットです。

風力発電システムは、今、川内駅という石板があ

ると思います。ちょうど薩摩タクシーがあるちょ

うど向かい側のところにございます。あの辺に

５キロワットの小型風力と言われる風力発電をつ

けます。それから、リチウム蓄電池につきまして

は、ちょっとバスの待合所の後ろにスペースがご

ざいますので、３３.７キロワットアワーの蓄電シ

ステム、それから、ＥＭＳ、これは、エネルギー

マネジメントシステムですので、これを全体をき

れいに省エネであったり、災害に使えるようにマ

ネジメントするというものでございますので、そ

ういったものをつけます。そして、ＬＥＤ照明と

いうことで、東西自由通路、市が管理していると

ころのＬＥＤ化を図るというものでございます。 

 今後のスケジュールというところに書いてあり

ますけども、現在は、設計調査から、関係機関の

調査、設計協議が終わりまして、ＬＥＤの交換を

しているというところでございまして、今、皆様

方が駅に行っていただくと、あら明るくなったな

というのを感じると思いますので、ぜひＬＥＤを

見にいっていただければと思います。 

 まだ、全開についておりませんが、全開につけ

ても、前の電球と調べますと４分の１の電力にな

りますので、４分の１ということになります。 

 それから、残りの工事につきましては、１月か

ら一気に進めることとしています。１２月中に工

事するのは、このＬＥＤと若干のところだけをし

ますということでございます。 

 受注者は、三菱電機九州支社でございまして、

駐車場の架台設置工事だけは、市内に発注してお

りまして、吉満組が受注されております。 

 なお、小型風力発電は９ページにございます風

レンズ風車を設置することとして、三菱電機から、

使用承認願いが出ておりまして、承認していると

ころでございます。 

 以上で、資料１と２、全体について御説明を終

わります。 

○委員長（江口是彦）ここでちょっと協議会に

切りかえたいと思います。 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１０時３８分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１１時 １分開議 

         ～～～～～～～～～～ 

○委員長（江口是彦）ここで本会議に戻します。 

 それでは、引き続き平成２７年中における次世

代エネルギーに関する取り組みについて、説明を

お願いします。 

○新エネルギー対策監兼新エネルギー対策課

長（久保信治）資料３を説明します。これは、

皆様方にも以前配っている資料でございますので、

簡単に御説明したいと思います。この見方につい

て説明しますと、最初のほうの１ページから

６ページまでの２４事業につきましては、見出し

とどこに詳細に載っているか、テーマはどういう

テーマかということを書いてあり、今の進捗が書
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いてあるのがこの６ページまででわかるようにな

っております。 

 その中で、主に変わったところ、５行目にある

ようなところを御説明したいと思います。 

 それでは、１０ページをごらんください。字が

小さいですので、申しわけございません。 

 ２、スマートハウス（モデル）実証事業につい

てというところでございます。１０ページわかり

ますか。ちっちゃな字でスライドのところの右隅

ぐらいに書いてあります。済みません。ちょっと

字が小さくて申しわけございません。 

 今、スマートハウスは、１０月でちょうど１年

を迎えたところですけども、約４,５００人を超え

る方々に来場していただいております。この効果

については今検証しているところですけれども、

ここはざっと計算しております。例えば、イベン

ト参加、それからウエブ、ホームページに掲載さ

れたものとかテレビで紹介されたもの、ラジオに

出たもの、新聞に掲載されたもの、雑誌に掲載さ

れたもの、こういったものが実は結構たくさんあ

りまして、そういったものを参加費であったり、

掲載料であったり、ＣＭ料であったりといったも

のに換算しましたところ、約１２カ月で

２,０００万円ぐらいの経済効果というものを得て

いるというものでございます。これは、単純にイ

ベント参加とか新聞に掲載されたということでご

ざいますので、あとはアンケートなどを分析しな

がら、さらにこれをもって、家をつくる喚起にな

ったかとか、そういったものを検証していきたい

というふうに考えているとこでございます。 

 今、スマートハウスにつきましては、そういっ

たもので土日もいろんなイベントをしております

ので、ぜひＳＮＳですけども、フェイスブックで

も発信しておりますので、ごらんいただければと

思います。 

 それから、次世代エネルギーフェアですけども、

１２ページを見ていただきますと、今年度も、次

世代エネルギーフェアを実施することになってお

りますので、２月には、またよろしくお願いした

いと思います。 

 それから、１３ページでございますが、ＦＭさ

つませんだいにつきましても、毎週金曜日の８時

から実施しておりまして、来年は１月１日が金曜

日になっておりますので、８時から私が出ますの

で、酔いのさめないうちかもしれませんけども、

ぜひ聞いていただければと思います。 

 それから、１４ページが、市民へ向けた取り組

みということで、昨年度までに出前授業を小学校

で２１校、中学校で１校、企業の社員、子ども、

家族でやってます。今年度も、小学校９校、中学

校２校で実施しておりまして、近々、甑島の里に

も行く予定となっております。非常に好評でござ

いまして、こういった普及に向けて一生懸命頑張

っているとこでございます。 

 それから、飛んでいただきまして、もう大分飛

びます。３３ページをごらんください。 

 小鷹井堰について御説明します。小鷹井堰につ

きましては、先日、台風１５号でとまったという

御報告をしておりまして、これを８月の２５日に

停止してまして、その後、事故調査をし、１０月

の２２日から運転再開しております。１０月

２２日からですから、約２カ月間とまったという

ことで、これは実証実験ですので、目的は、発電

することが目的ではなくて、これを製品化して、

普及啓発するということが目的でありますので、

原因を特定するということに時間をかけたという

ことでございます。 

 他方、余りにもとまるとイメージがよくなくて、

今後売れないということもありますので、これら

については、日本工営さんには厳しく説明を、も

うちょっと説明すべきじゃないかといった反省点

を言っているとこであります。 

 原因は、実際７メーターあるんですが、斜めに

ぐるぐる回っているわけですから、どうしてもこ

ういうふうに重力で軸がたわむわけですね。そう

すると、回る遠心力が、タイヤでいうと円心がず

れているような感じで、変回転する形になって、

発電機側に周波数がうまく伝えらなくて、とまっ

たのではないかという特定まで今できているとこ

でございます。 

 ですから、軸になるべく遊びがあるようにして

いたものを、ちょっとまた軸を厳しくしたりとか

いうふうなことを、今、実証実験でやっていこう

というふうにしております。 

 このらせん水車については、非常に視察者が多

くて、特に、土地改良区としては、用水路が段々

であるところで、今後、賦課金を得るためにもい

ろいろな方々が、担い手がいないので非常に厳し
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いと。そういったもので、そういう用水路を使っ

て発電できれば非常にいいなということで着目さ

れてまして、これは、全国の土地改良区連合会の

方は、この工場をもしできたら見にいきたいとい

うふうな話も受けてます。ですから、ぜひともこ

れをつくる工場を薩摩川内市につくれないかとい

うようなことを今頑張ってやっているということ

と、一気に環境省としては－私たちは

「１,０００台ぐらいつくりたいな」と言ったら、

「いや、１万基ぐらいつくるぐらいの規模でいき

なさい」というふうな話も聞いてまして。ぜひこ

れが１万基できることであれば、薩摩川内にも、

先ほどの登録商標じゃないですけど、小鷹モデル

としてお金がおちる仕組みができないかというふ

うなことも視野に入れて、今、協議をしていると

ころでございます。 

 とまったことで、いろんなことがわかり、逆に

早くしてくれというふうな声も出てきたものでご

ざいます。 

 ほかは、いろんなものが書いてございますけれ

ども、４０ページを見ていただきますと、よく委

員の方聞かれると思いますので、薩摩川内市の発

電状況というのはどうなんだということで、ここ

に取りまとめてございますので、ぜひこれを見て

いただきながら、１から３は、既存の原子力、火

力、内燃力、どのぐらいの規模であるかと。それ

にあわせて平成２７年度末は、こういった規模に

なりますよというものが書いてございます。これ

は、日本では類を見ない、過去にたちますと、原

子力発電所、火力発電所、風力発電所、太陽光と

いったような視察も行っていただきましたけども、

全国ではどこにもないような施設が建ってますの

で、先ほども言いました観光・シティセールス課

とこれを、バイオマス発電所もできましたので、

視察観光という形で売っていけないかというよう

なことを、今視野に入れてやっているとこでござ

います。 

 予算規模につきましては、４１ページにござい

ますとおり、５億円規模で今頑張っているとこで

ございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（江口是彦）ただいま丁寧に説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。一括して

行いたいと思いますので、よろしくお願いします。

御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）資料２についてでもいいで

すよね。 

○委員長（江口是彦）資料２、どれからでもい

いです。 

○委員（谷津由尚）じゃあ３点質問させていた

だきます。まず、資料２について２点。まず、竹

バイオマス産業都市協議会についてです。分科会

でこれをぜひ実現させていただきたいと、もう大

変すばらしいことだと思うんですけど、今後の事

業化についてなんです。大学ですとかコンサルタ

ントが入っておるんですが、事業化というのは、

当然民間主導でなきゃならなくて、そこに大学と

かコンサルタントがサポート体制であればなかな

かの形になっていくと思うんですけど、この事業

化をする場合に企業連携協議会のほうで機能をさ

せないといかんわけですけど、今、その辺の雰囲

気はどうなのかを１点目です。 

 ２点目です。メイドイン薩摩川内ＬＥＤ灯の件

で、ここに今後の具体的な付加価値をつけていた

だくということで、もう本当にすばらしいことだ

と思うんです。ぜひ広報、宣伝の手段というのも

考えてほしいんです。というのは、このいろんな

通過情報の管理ですとか、気象データですとか、

こういうものは、実は今、もう既に別の業界が考

えて動いているんです。自動販売機です－が既

に動いてまして、それが競合になりますので、こ

のスマコミライトは外部電源がなくてそれができ

るとなると、やはり相当な価値が出るだろうと思

いますので、その辺の広報、宣伝のあり方という

のが、どういうふうに今から作戦を練られるのか

ちょっとお伺いします。 

 ３点目が、資料３です。このスマートハウスで

すけど、できた当初に実は私がお願いをしていた

件なんです。客観的に申し上げまして、四つのこ

とが検証できると思うんです、スマートハウスで。

一つ目が、ガスと電気を併用したときに、徹底的

にどこまでローコストの生活ができるのかという

ことの検証ですね。二つ目が、併用ではなくて、

ガス中心の場合のコストの検証ですね。三つ目が、

ガスではなくて、今度電気中心の場合のコストの

検証。四つ目が、究極です。自給自足の検証です。

この四つの検証がどうしても１年、２年かけて検
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証データがとれるように何とかできませんかとい

うお願いはしておったんですけど、その後どうな

ったかということ。この三つお願いします。 

○新エネルギー対策監兼新エネルギー対策課

長（久保信治）三つの質問にお答えいたします。 

 １番目の竹バイオマスなんですけども、今後の

事業化につきましては、これは、ただ情報交換だ

けじゃなくて、先ほど言いました事業化しないと

意味がないというふうに言い切ってしまいました

けども、そこに実は傾注してまして、産学官金と

いうことで、金融の業界も入っております。です

から、基本的には、大学、コンサルタントは、知

恵とかそういった研究のところではお手伝いでき

ますけども、お金の面がかなり最終的にはネック

になってきますので、金融の方も入っていただい

て、今、協議をしているとこであります。さらに、

その企業連携協議会にも金融の方が入っていらっ

しゃいまして、企業連携協議会としましても、そ

れらについては、ぜひその地元と、もしくは足ら

ない部分の外の企業とうまく連携するというよう

な考え方で進めています。今、調査をしたところ、

こういったもの、先ほど示しました竹のものをつ

くるにしても、どうしてもボトルネックになって

いるようなところが、地元にない企業というのが

実はあります。そういった企業さんを、どうして

も引っ張ってこないとなっていかないところがあ

ります。もしくは、そこに起業していただくと、

そこに出資していただくということが出てきます

ので、そういった今議論をしているところでござ

います。 

 次に、ＬＥＤ灯についての御質問です。ＬＥＤ

灯につきまして、付加価値につきましては、おっ

しゃるとおり、競合他社ということで、自動販売

機があるというのは存じ上げておりました。ただ、

自動販売機は電源がどうしても必要だということ

です。逆にいえば、電源があるから強みというと

ころも実はありまして、そういった強み、弱みを

分析しながら、今やっているところであります。 

 広報のあり方なんですけども、まずは、景勝地

につけたり、学校のどこかで通過管理が本当にで

きるかどうかというふうなことをして、先ほどス

マートハウスで言いましたけども、新聞、テレビ

に取り上げていただいて広報するというふうなこ

とを、まずはやっていくことになると思うんです

けども、一番の課題でありまして、まず、このＬ

ＥＤ灯については、商社が南国殖産なんですけど

も、バックアップして全国に売っていくというこ

ともやりますし、さらに、我々自治体がやるとい

うモデルを、ちょっとマスコミの力をかりながら

やっていこうというふうな考え方で今進めている

とこでございます。 

 ３番目のスマートハウスの四つの検証というこ

とでございますけども、ちょうど１年たちまして、

宿題に答えるべく、今取りまとめております。全

体から話をしますと、さっきの四つ目の自給自足

のモデルができないか。これは実は達成できてお

りまして、これは、お金の面だけですけども、太

陽光で全部売った金額で、実は光熱費は全部、賄

えてます。ですから、自給自足ということにでき

ます。ですから、４番目の質問については、今す

ぐ答えられます。 

 あと電気とガス、それから、ガスだけ、それか

ら、電気だけといったことについては、それを分

割することで今調整をして、先ほどのアンケート

を含めて報告書を今つくっている最中ですので、

できましたら御報告したいと思います。 

 以上でございます。 

○委員（谷津由尚）ありがとうございます。こ

の竹バイオマス産業都市協議会に他府県の企業を

入れるというのは、それはもう賛成です。その結

果、こちらのほうに企業誘致ができれば一番いい

わけですけど、逆のパターンになると困りますけ

ど。その辺は資本力の競争になると思いますので、

積極的に口出しはできないかもしれませんが。立

場上。でも、資本力の勝負になったときには、そ

のために我々のとこには金融機関がついておられ

ますから、その辺のカバーを、フォローをお願い

します。 

 このメイドイン薩摩川内のＬＥＤ灯については、

マスコミを利用して情報発信はしてほしいんです

けど、後はコストダウンですね。そこをよろしく

お願いします。済みません、所管じゃないかもし

れません。 

 スマートハウスについてです。私は答えを一日

も早く出していただければ一番いいんでしょうけ

ど、こういう答えを準備できるシステムをまずつ

くってくださいということがメーンであって、さ

っきの質問は、いつ何どき、市民の方から質問さ
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れましても、実はこうなんですよということが答

えられるようにしておくのが、まずはこのスマー

トハウスの目的だと思いますので、そこのところ

は、準備を含めて、具体的な数値で答えられなく

ても、いや、今こういうふうで分割してデータを

とっている最中なんですよと。あと半年お待ちく

ださいとか、そめてそこまで言えるぐらいのこと

は準備しておいていただきたいと思います。ぜひ

よろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員（徳永武次）１点だけ、竹林の面積は非

常に本市は広いと思うんですが、年間２万トン、

竹は約２,０００人で収集・処理する既存の仕組み

があるって書いてあるんですけど、この仕組みち

ょっと教えてください。どんな仕組みがあるのか。 

○新エネルギー対策監兼新エネルギー対策課

長（久保信治）今、竹を収集するというのは、

もう御案内のとおり、林業を中心にされている方

が竹を持ってくる、ちょっとだけだと思います。

それと、年金暮らしの方々が竹を切って、それを

軽トラに積んで、運んで、それを１台当たり何千

円かをもらう。そういう仕組み。売れるという仕

組みです。それから、タケノコ農家の方が、竹を

５年以上になると伐採して、それを収集して、そ

れをチップにして持っていく。この仕組みが、実

はほかのところにはないわけです。というのは、

出口が、紙にするという出口がないから、集めて

も今まではどこのところもないわけでして、そう

いった仕組みのことを言ってます。 

 他方、細々としている部分が否めないと思うん

です。というのは、出口が紙だけなので、たくさ

ん持っていっても、もうこれ以上は無理だという

ことであったり、それを持っていってお金にして

も、ちょっとだけしか、もうからないよなという

ことになるところがあるので、それを、生業には

しないかもしれませんけど、集める仕組みにもち

ょっとした付加価値をつけて、例えば、ベルマー

クを集めるような、環境に優しい集め方、学校を

中心にして集めて、それを学校の廃品回収のよう

な仕組みにして、それは使ってもらうというよう

なことにできないかと。それは、出口として、紙

じゃなくて、ほかにも使えるということになる。

最終的には、薩摩川内市ってすごく地球環境に優

しいまちだよねという教育にもなるということで、

今、２万と２,０００人の話がちょっと逸脱しまし

たけども、細々としたところがあるということを

弱みでもあり強みでもあるんですけども、そこを

生かしていこうという考え方です。 

○委員（徳永武次）話されることは非常に理解

できるんですけど、現実に、実際言うて、高齢化

も進んでいるし、今言うような、それから、コミ

ュニティの問題にしてもそうですし、実際、これ

が全て稼働するようになって必要性があるとすれ

ば、何かの仕組みを別につくらないと。例えば、

事業所を持ってくるとか、育成をかなえてそうい

うふうなものをつくっていかないと、バランスが

とれないんでじゃないですか、需要と供給の。だ

から、そこらあたり非常に大事な部分だと思うん

です。だから、もう実効性を伴うには、やっぱり

こういう入り口のほうを先にある程度計画してつ

くっていかないと、片方じゃせっかくいいものを

つくろうとしても、なかなかそれのバランスがと

れないような地域状況じゃないかなと思うんです

よ。特に、労力が要るんです、これは、すごく労

力が要るんです。高齢化が進みますと、なかなか

またそこらあたりが、やっぱりいろんなところに

頼ったとしても難しいんじゃなろうかと思うんで

すけど、いかがですか。 

○新エネルギー対策監兼新エネルギー対策課

長（久保信治）まさしく出口と入り口とありま

して、入り口のところが、供給しないと出口には

出ていかないということですので、先ほども五つ

の分科会があって、五つ目の上流の分科会のとこ

ろが非常に大事だということで、実際どれぐらい

の量が、使える量があるのかという調査を、鹿児

島大学さんと一緒にやってます。 

 あると言っても、斜面の切り立ったところの山

のてっぺんにあっても、採りにくいわけです。や

っぱり採りやすいところから採るし、そうします

と、かなり労力は安くで済むんですけど、全部採

るとなると、機械化をしたり、要するに、木を採

るときに、共連れで一緒に持ってくるとか、そう

いった仕組みづくりとかが大事になってくると思

うんです。それをあわせて、この分科会では協議

をする。そこにやはりコスト、それから、雇用を

生むということも、上流側も考えながらやらない

といけない。 

 今まで製品化できなかったのは、全体を１回グ
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ランドデザインを捉えて、どれぐらい流通させて、

そのためにはどんだけ採らなきゃいけない、どれ

だけ集めないといけないというような、そのス

ケール感、それから、スケジュール感がうまく整

合できていなかったので、そういったところは大

学であったり、コンサルタントであったり、そう

いったところを使いながら、仕組みをしっかりつ

くり、それぞれのビジネスモデルについては、金

融機関であったり、ほかの外資系の大きな企業で

あったり、企業連携協議会をつくったりしながら、

全体を動かしていこうというふうなことで今打破

しようと、試みていっているところでございます。 

○委員（徳永武次）竹林といえば、個人資産が

ほとんどですよね。そして、分散しているのが実

態ですがね。杉山とか何とか国有林、ある程度面

積を持っておれば別ですけど、やっぱり竹林道の

整備といっても、限られてくるんじゃなかろうか

とこう思うんですよ。 

 それと、やっぱり負担というのがかなりあるわ

けですから、そこらあたりも、地形の状況とかい

ろんなことも含めれば、やっぱり片方ではそうい

う整備もある程度、補助金を出したりとか、いろ

いろしながらして、これはもうずっと竹というの

は毎年毎年生えてくるわけですから。その整備に

対する補助とか、いろんなことを考えていかない

と、やっぱりこれをしっかりと供給できるような

体制づくりはできないんじゃなかろうかと思って

いるんですよ。その辺どうですか。 

○新エネルギー対策監兼新エネルギー対策課

長（久保信治）もうおっしゃるとおりでござい

まして、そのためには、本会議でも谷津議員のほ

うからもありましたけども、庁内一体のところ、

上流側は農政課に当たったり、畜産課に当たった

り。下流側のところにいくと商工のところがあっ

たり、流通のところがあったり、それぞれそれを

「いいものだね」と使ってもらうところであれば、

観光であったりと。そういうところにお金が回ら

ないと、実際はそこに雇用を生むようなことには

ならないです。ですから、１回グランドデザイン

をきっちりとつくり上げて、これをそれぞれ分解

して、一緒になって動いていくというふうな仕組

みを今きょうお示しできましたので、ぜひこれを、

もしかしたら、我々エネルギーというのは最後に

燃やそう、もしくは、脇役で、先ほど言いました、

最終的には全部使い切ってしまうというところに

考えておりますので、全体を動かしていくという

ような仕組みが実は大事だということでございま

す。ここは一番の課題であります。それは認識し

ております。 

○委員（徳永武次）恐らく庁内全体で、林務水

産課とかいろいろなところも絡んでやらないとい

けないと思いますので、ぜひきちっとしたものが

できるようにお願いしておきます。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質問ありません

か。 

○委員（福田俊一郎）久保対策監を初め、担当

の職員の皆さんが一生懸命、新エネに取り組まれ

て、九州運輸局から表彰を受けられたということ

で、本当におめでとうございました。皆さんのこ

れまでの努力が報われたというか、そのたまもの

だというふうに思いますので、また、引き続き頑

張っていただきたいと思いますが。先ほど久保対

策監のほうからのお話の中で、ＬＥＤ灯や、ある

いは小鷹水力発電についても、特許なりあるいは

ビジネスモデルなりで、本市の財源にできればと

いう大変夢の持てる、期待できるそういう説明も

ありましたので、本当にこれからもぜひ実現でき

るように頑張っていただきたいというふうに思っ

ています。 

 それで、竹のバイオマス産業都市構想について、

きょう概要説明をしていただきましたけれども、

既に一部のほうがバイオマス発電をスタートさせ

てますが、今のお話の中では、竹紙の製造過程の

中でこういう産業都市構想をというようなお話で

したが、バイオマス発電については、これは絡ん

でいないのかどうか、これがまず１点と。 

 それから、チップのほうが、竹セルロースナノ

ファイバーということで、新しい素材を発明した

と。先ほど車の内装やボディーやあるいは航空機

の機材等にも使えるということで、これも本当夢

の持てるお話だったんですけれども、これについ

ては、どこまで要するに今進んでいるのかという

こと、あるいは、事業所はどこでやっているのか、

それについてもお尋ねしておきたいと思います。 

○新エネルギー対策監兼新エネルギー対策課

長（久保信治）２点の御質問でした。１点目の

バイオマス発電、今やってらっしゃる木質バイオ

マス発電との関連はないのかということなんです
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けども、中パの今やってらっしゃるバイオマス発

電は木質、要するに木の間伐材を、未利用材をほ

とんど持ってきてチップにして、それを燃やして

いくということでございますので、竹を入れると

いうことにすると、値段がぐっと下がってしまい

ますから、中パさんは、そこであれを発電すると

いうことにはなっておりません。 

 ただし、先ほどの徳永委員の話がありましたよ

うに、木を切ってくると、竹も一緒に切らないと

邪魔になる部分というのはありますので、そうい

った意味では、竹も、今まではそこに切ってぽん

と投げてたんですけど、それもお金になるという

ことにおいては、非常に役に立つ素材ではあるか

なと思いますし、その後、切った後を中パさんは

必ず森に返すと、森に何年後は返すという運動を

されていますので、そこに我々は、中パさんの仕

組みというのが非常にいい仕組みだということで

協定を結んで、ただバイオマス発電をする、もう

かるというだけではなくて、山を再生するという

ことに力を入れてらっしゃるので、そこの仕組み

を、この薩摩川内市の竹においてもやっていただ

きたいということで結んだとこであります。 

 さらに、竹を紙にするというところに着目した

のは、中越パルプさんの川内工場は、バッチ窯と

言いまして、普通は、紙をつくる工程というのは、

１回パルプをつくるために入れたら連続で流れて

いく、こういう工程らしいんです。薩摩川内市に

ある川内工場は、バッチと言って、これが独立し

てます。ここからつくったら、煮たらここに移す。

ですから、木質を煮たら移して、今度は竹を煮て、

竹を移すというバッチバッチでできる、それぞれ

個々にできるという窯らしいです。ですから、こ

れを利用すると、いろんなこれをナノファイバー

にしていくという、そういった工場をまずは誘致

できないかというのが１点目です。 

 今、ナノファイバーがどこまで来ているかとい

う話、２番目の話と連動しますので、ナノファイ

バーは、今、高岡の本社工場でパイロットプラン

トをつくってらっしゃいます。これは普通に竹で

つくったチップから製品化されたものを、さらに

ナノファイバーにするという工法で、かなりの高

電気を使ってナノのレベルまで分解するという、

薬を使わないで小さくする方法に成功されてます。

これは、電気が必要だということなので、薩摩川

内市にもってこいであるということが一つです。 

 あと、電気を使って薬品を使わないということ

でありますと、化粧品であったり、食品に使うと

いうことが、実はこの竹のナノファイバーは使え

る用途があるということで、今後はぜひ御協力い

ただきたいんですけど、薩摩川内市に、まずナノ

ファイバーの工場をつくっていただくということ

を誘致したい。その後は、それを使った食品関連

であったり、そういった関連施設の誘致を目指し

ているという、今それが３年から５年なのかもし

れませんけど、今そういったことで頑張っている

と。今はナノファイバーをつくるというパイロッ

トプラントを本社工場のほうで４月には稼働する

と。ちっちゃなパイロットプラントですけどとい

うところです。 

 以上です。 

○委員（福田俊一郎）この竹バイオマス産業都

市構想とあわせて、ぜひ本当に２万トンで約

２,０００人の雇用等を生むような対応をつくって

いただきたい。計画等もいつごろ出てくるのか、

楽しみにしておきたいと思います。 

 また、セルロースナノファイバーについては、

本社、高岡のほうで、今つくり始めているという

ようなことで、来年４月からスタートということ

のようです。実際、実用的になるというような意

味合いだったというふうに思うんですが。本市も

やっぱりＦＩＭも購入することになりますので、

跡地を。あのあたりも、薬品が出ないということ

であれば、水もあそこは出ますし、いい場所では

ないかなとも思っております。ぜひ将来を見据え

た上で、関係課と連携をとって誘致を成功させて

いただくように、意見として、要望として申し上

げておきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（井上勝博）竹バイオマスにしても、小

水力にしても、太陽光それから蓄電池システムに

しても、要するに、企業との関係で見える部分も

出てきていると。例えば、ＬＥＤについては、部

品をどこがつくるのかというのは具体的に書かれ

てあって、薩摩川内市の企業がこういった部品を
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つくってるんだなというのがよくわかるわけです。 

 ただ、一般の市民から見て、もうちょっと市民

にとって、今進めている次世代エネルギーという

のがいい話なんだよというところが、まだよく見

えないところがあるわけです。例えば、竹バイオ

マスにしても、私はこういう話もあるし、また、

バイオマスで中パも工場をつくる、発電機をつく

るということもあるし、結構、竹山があったらす

ぐ業者が買ってくれるのかなというふうに甘い考

えを持っていたら、業者も最近は負担が重くてそ

んなに利益がないということで、余り相手にして

くれないという状況もあるんですよと。それで、

そういうやっぱり竹の単価が安いからなんだろう

かと思うんですけど、そういう単価を高くするよ

うな仕組みをつくるとか、手っ取り早く言えば補

助金を出すというのが一番いいんでしょうけれど

も。何かそういうものもあって、市民にとってみ

れば、竹山があれば、ただでやってくださいよと

いうとこが多いわけです。ただ、今はもうそれを

産廃に持っていったら大変なことになるわけで、

お金を相当出さなきゃいけないんだけど。竹業者

が喜んで買ってくれるような、そういうようなも

のになればすごくいいなと。そういうのはもう目

に見えるということだと思うんです。 

 それから、小水力について言えば、私が行った

ときには、とまっていた状態で。しかし、仕組み

は非常にわかりやすいと。小学生でもわかるよう

な仕組みになっていると。なぜこれがドイツにし

かできないかなというふうに思ったわけです。だ

から、やっぱりもっと日本の企業が参入してもい

いと思うんですが、先ほどもおっしゃったように、

土地改良区が注目されているというお話もあった

ように、そこと結びつけていけば、土地改良区も

だんだん補助金も削られていて、担い手も少なく

なってきているという中で、もし小水力の発電が

できて、そこから幾らかの利益が出るとなれば、

農業関係者にしてみても非常喜ばしい話になって

くるわけで、こういったところまで結びつけられ

るかどうかについて、目に見えるようにしていた

だきたいと思うんです。 

 それから、太陽光について言えば、福島の農民

連という団体が来られたときに聞いた話で、この

１反歩の田んぼに、休耕田に、太陽光パネル何で

もいいと、国産でも国外でも何でもいいと。とに

かくそのパネルを買ってきて、それを地元の土建

業者と一緒になって太陽光をつくる。そうすると、

１,２００万ぐらいで設備ができて、１年間で年収

で２５０万になると。電気を売れば。そうすると、

もう何年間で設備の部分は回収されて、あとは

２５０万の収入が入ってくることになるんですよ

と。お金も結構、金融会社が、地元の銀行が、貸

してくれるような話があって、本当かいなと思っ

たわけですけれども。しかし、実際にやられてい

るという話なんです。 

 だから、そういうものが普及すれば、やっぱり

今、年金暮らしで田んぼもつくれない、田んぼも

放置しておいて大変だというところにも、朗報と

いうことになっていくと思うんです。 

 そういう形で、市民にとって、この次世代エネ

ルギーというのがおもしろいなと、明るいなと、

未来が明るくなったなというようなふうな見える

ような形まで見せていただきたいなというのがあ

りますので、その辺、いかがお考えかお尋ねした

いと思います。 

○新エネルギー対策監兼新エネルギー対策課

長（久保信治）お答えします。おっしゃるとお

り、市民に見えないというところは、私どもが一

番目標としているところなのに見えないというの

が非常に辛いところでありますので、今、学校を

中心に出前授業、それから、ＦＭ、もういろんな

ことを取り組みをやっています。 

 ところが、なかなかやっぱり自分の生活のとこ

ろに、先ほどおっしゃった竹があるけど、これ竹

をどかしてちょっとお金になるとか、誰が持って

いってくれると山がきれいになるとか、そういう

ふうに具体的にわかるような仕組みにならないと

いけないというふうに捉えたのが、今回の竹バイ

オマス産業都市構想でございます。まさしくそこ

で、これをぜひ、先ほど徳永委員からも質問があ

ったとおり、なぜ集められないかといったら、お

金に問題がある。お金に問題があるというのは、

出口に付加価値がない。要するに紙だけだとなか

なか売れないということなので、出口に、先ほど

言いました相当な付加価値をつけていって、上流

にもお金が回る仕組みをつくっていこうという取

り組みをぜひ実現したいと思っておりますので、

応援をいただきたいと思います。よろしくお願い

します。 
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○委員長（江口是彦）ほかに。簡潔にお願いし

ます。 

○議員（井上勝博）甑島リユース蓄電池共同実

証事業についてなんですけど、これについては、

大手企業と提携しながら、要らなくなったという

か、利用できなくなった蓄電池を利用するという

点で、おもしろい取り組みではあるんですが、こ

れは、じゃあ市民にとってという問題がよく見え

ないところがあるんですよ。そこをもうちょっと

説明いただきたいということと。 

 それから、これ売電はどうなっているのかなと。

売電が九州電力に売っているんだろうと思うんで

すが、その売電収入というのは一体どういうふう

になっているのかなということです。 

○新エネルギー対策監兼新エネルギー対策課

長（久保信治）甑リユース蓄電池の実証事業の

その蓄電池を回す事業、市民にとってということ

なんですけども。島民にとっては、まず、甑島は

ガソリンが高いということがあります。逆に、航

続距離がそんなに長くなくてもいいということで

あれば、電気自動車がたくさん走っても問題ない

地域であります。たくさん走るということは、電

気を使うことになるんですけども、その電気と電

池を活用して、使い終わった電池が避難所に使わ

れるということで、停電もしない、走るときにも

環境にも優しい、さらに、たくさん使われること

で、維持費も安く、市民にとっても非常にいいよ

ねっていうふうなことになり、それが観光につな

がればというふうな大きな絵をかいております。

そこが実現できるようにちょっと頑張っていきた

いと思います。 

 この特徴は、中山間地にも生かしていきまして、

やっぱり中山間地にガソリンスタンドがないと、

だんだんなくなっていくということは見えてきて

ますので、中山間地にこれを横展開するというふ

うなことも考えております。 

 さらに、先ほど言ったプロジェクトをパテント

化することとかで、少しお金を還元できるような

仕組みを考えていきたいというふうに考えており

ます。 

 あと、太陽光については、売電をして九電に売

っておりまして、その収入は、私どもの維持管理

費に係るものについて払っていこうというふうに

考えているとこでございます。 

○議員（成川幸太郎）小水力についてちょっと

教えてください。今、この資料を見ますと、小水

力利用率が４３％ということなんですが、小水力

の利用率は大体平均してこんなもんですか。 

○新エネルギー対策監兼新エネルギー対策課

長（久保信治）小水力の場合は、今、これは

モーターが１個というか、発電機が１個ついてま

すので、通常、例えば、ダブルでモーターがつい

ている、要するに１回メンテナンスをするときに、

発電を停止しないで点検ができるところであれば、

もう少し設備利用率は高くなると思います。今回

の場合は、モーターが１個で１連になってしまい

ますので、若干ほかの水力発電よりも低くなって

ます。 

 それから、余りきれいな電気を発生する必要は

ないのではないか、先ほど土地改良区のような電

気で外灯を灯すとか、ちょっと売るようなことで

あれば、そこまできれいな電気でなくてもいいじ

ゃないか、きれいな電気という失礼な言い方です

けど、質がそんなにきれいに系統につなぐという

ことで必要じゃないということであれば、もうち

ょっと設備利用率は上がります。 

○議員（成川幸太郎）私も何回か見させていた

だいたんですが、職員の方がちょうど水車のとこ

ろに行く柵のところでごみがたまって、すごい水

力がおちているんじゃないか。だから、あのごみ

の処理をいけんかすれば、もうちょっと上がるん

じゃないかなというような気がしたもんですから、

そのごみに対する対策というのはやっぱり大変人

手がかかっているんじゃないかと思うんですけど、

何か方法というのは考えられないんですか。 

○委員長（江口是彦）ごみ対策について。 

○新エネルギー対策監兼新エネルギー対策課

長（久保信治）水力発電の場合は、ごみの除塵

というのが課題になってます。今回、らせん水車

は、その除塵が本当はいらないんじゃないかと言

われている発電、今、スクリーンがあそこに置い

てあるんですけど、あれいらないんじゃないかと

いう実証実験を今度やろう。要するに流してしま

おうという。今までの水力発電はあれがあるので、

能力がおちたり、それを取り上げるのに、今度取

り上げてしまうと産廃になってしまうので、いろ

んな課題があるということで、今回の小水力発電

のらせん水車の場合は、あの除塵の目をだんだん
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大きくするか、もしくは外すなりして、流れてい

っても問題ないということにすると、用水路でも

メンテナンスフリーの発電ができるという、そう

いったところも実証したいと思ってます。 

○議員（小田原勇次郎）二、三点ちょっと質問

をさせてください。 

 先ほどの井上議員がおっしゃった、市民レベル

の次世代エネルギーの浸透という部分に非常に私

も共感する部分はあるんです。というのが、１点

目は、例えば、スマートハウスの、先ほど

４,５００人を超える利用者があった部分があるん

ですが、私も数回スマートハウスには訪ねており

ます。そうした中で、委託先が非常にいろんなリ

バーフロントマルシェとか、いろんなまちづくり

のワークショップを取り組んで人が集まってきて

おられるなという御努力を非常に敬意を表すると

ころなんですが。そのエネルギーという部分につ

いての市民の関心をまだ高まっておるかという部

分については、非常に疑問が残るので、ここらあ

たりを今後どういう形で高めていかれるのか。そ

の市民レベルという点に関してもう一点だけ。Ｌ

ＥＤを公費で１２０基つけられました。市民の中

にこういう声があります。総合運動公園の陸上競

技場の周りにずるっとついてます。「人が夜、集ま

らんところに、あげんずんばい立てて、公は何を

考えてるんだ」という声もあります。そこらあた

りの市民に対してどうお答えされるかをお聞かせ

願いたい。 

 あと最後にもう一点、この小鷹井堰がとまった

ときに、ちょっと私あれっていう部分をちょっと

認識あったもんですから、ちょっと１点だけ。 

 以前、串木野か東市来が実証実験みたいな形で、

いわゆるごみの焼却処分場を導入して、それがと

まってしまって補助金返納に至ったという事象が

ありました。それも、どっか協定をして導入をし

た部分でした。小鷹井堰なんかで、そういう事象

が万が一発生したときに、補助金の返納とかに発

展する可能性があるのか。もちろん成功するに越

したことはないんですが、あくまでも実証実験な

ので、これは実証ですから、今後の中でそういう

実証が万が一あり得るのかだけお尋ねいたします。 

○新エネルギー対策監兼新エネルギー対策課

長（久保信治）３点の御質問でした。１点目、

スマートハウスです。４,５００人ほどの人間が来

たということですけども、ほかのスマートハウス

の事例を調べてみましたら、エネルギーだけでお

客さんを見学させているというところは、やっぱ

りだんだんお客さんが減っていっているというこ

となので、私どもは工夫をしまして、要するに、

まちのことを考えるとか、いろんなイベントをし

ながら、あそこを使わないとエネルギーのデータ

がとれないもんですから、イベントをしながら

データをとって検証するということで。１年間で

は、先ほど谷津議員のおっしゃった、四つの課題

に答えられるようにデータどりをしてきました。

それらについて、来年度はどうするかということ

ですけど、基本、エネルギーについても、すごく

市民の方々に興味があられるということがアン

ケートによってわかりましたので、さらに、そこ

のワークショップにおいても、エネルギーをちょ

っと考えるようなイベント、例えば、料理をつく

るとか、そこでエネルギーを使うようなイベント

をする、その中でいろんなことを考えるというふ

うなことをやっていきたいというふうに今考えて

いるとこでございます。 

 それから、ＬＥＤ灯１２０基の件で、公園につ

けた理由というのは、公園管理者に話をしたとこ

ろ、あそこにつけてほしいと。これは、ジョギン

グをする方、それから、散歩をされる方が、かな

り明け方と夜多いということで、非常に暗い、そ

れから、危ないということがあったんですけど。

「もう非常に役に立ってます」という一方の声も

聞いていただいてますので、今後はああいうとこ

ろで実証したものを、まちの中に取りつけていく

ということで、今、市役所の周りにもついている

と思うんですけど、そういった形でふやしていき

たいというふうに考えてます。 

 それから、らせん水車については、東市来のご

み発電のようなことはないかという質問なんです

けど、今、あれは補助事業は４年間実証しなさい

という義務づけがありまして、４年間実証しなけ

れば返納することに一部なるかもしれません。も

うすぐで１年たちますけども、４年間実証しなけ

ればなりませんが、４年間の間はきっちりとデー

タをとって、次の製品につなげられるようにして

いこうと。先ほども言いました、環境省、それか

ら、土地改良区、非常に着目しておりますので、

ぜひ実現させて、これを川内モデル、小鷹モデル
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という形で売り込んでいきたいというふうに考え

ているところでございます。 

○委員長（江口是彦）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、平成２７年中における次世代エネル

ギーに関する取り組みについてを終わります。当

局は御苦労さまでした。対策監も水を持ってきた

らよかったですね。喉を養生お願いします。 

 では、急いで続いてまいります。 

────────────── 

△行政視察の取扱い 

○委員長（江口是彦）次に、行政視察の取り扱

いについて取り上げます。 

 それでは、付託事項の調査のため、本委員会に

おいて行政視察を行いたいと考えておりますが、

まず、実施することについて御意見はございませ

んか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）それでは、行政視察を実

施することといたします。 

 ここで、協議会にちょっと切りかえます。 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１１時５５分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１１時５９分開議 

         ～～～～～～～～～～ 

○委員長（江口是彦）本会議に戻します。 

それでは、行政視察及び今後必要となった場合

の現地視察の取り扱いについて、委員派遣の手続

を正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、

そのように取り扱うことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）異議なしと認めます。よ

って、そのように取り扱います。 

────────────── 

△委員長報告の取り扱い 

○委員長（江口是彦）以上で、日程の全てが終

わりました。なお、本日の調査内容について、次

期定例会において委員長報告を行うこととしたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ありませんので、

そのように決定しました。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（江口是彦）以上で、次世代エネル

ギー対策調査特別委員会を閉会します。 

 本日は長時間大変御苦労さまでした。
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